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           「農地法第３条の規定による許可申請について」 

       ② 議案第９０号 

         「農地法第３条の規定による許可申請について」 

       ③ 議案第９１号 

         「農地法第３条の規定による許可申請について」 

       ④ 議案第９２号 

         「農地法第３条の規定による許可申請について」 

       ⑤ 議案第９３号 

         「農地法第３条の規定による許可申請について」 

       ⑥ 議案第９４号 

         「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」 

       ⑦ 議案第９５号 

         「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」 

 

 

 

 



   

議長 

 

 

 

 

 

 これから日之影町農業委員会総会を開会します。 

 本日、お願いします審議は、議事日程のとおりであります。 

 はじめに、議事録署名委員を指名します。 

 ７番 佐藤 陽子 委員、８番 矢通 広信 委員にお願いします。 

 それでは、これより審議に入ります。 

 議案第８９号からになりますが、秀人委員に所用があるということで途中退室します

ので、議案第９３号を先に審議したいと思います。 

 

議長 

 

 

議案第９３号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。 

本案について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 （議案第９３号朗読・説明） 

  

 議長  以上で説明は終わりました。続いて秀人委員の説明をお願いいたします。 

 

秀人委員  説明いたします。 

 現地については事務局と 1月１３日に確認しました。 

 昨年、７月の総会時に非農地として申請があがり不許可になった土地になります。 

 譲渡人の甲斐欣一さんは４６歳で大人西集落にお住まいです。 

 譲受人の抜屋臣雄さんは６８歳で、大人上集落、抜屋林業の社長です。  

 以前から、欣一さんの母親にあたる民子さんより相談を受けており、どうしても土地

を整理したいと言われ、今回、譲り受けて杉の採穂園にするということでした。 

 ご審議をお願いいたします。 

 

議長  今、委員の方からも説明がありましたとおり、以前、非農地証明の許可申請が出まし

たが、現況の農地がまだ農地として活用できるということで不許可になった土地であり

ます。今回は、３条申請で出てきたということですが、事務局から補足説明をお願いし

ます。 

  

事務局 譲受人の抜屋さんと話をしましたが、民子さんより土地を手放したいと以前から相談

を受けており、抜屋さん自身が農業を主な生業としていないために、田畑ではなくただ

の土地として管理したい、と前回の非農地申請に至ったようですが、不許可になり話は

流れていた状態だったようですが、民子さんから何度も相談を受け、抜屋さんから事務

局に相談があり、採捕園であれば農地として活用できるので３条申請で問題ない旨を伝

えたところ、今回の申請に至った次第です。 

 

議長  事務局から説明があったとおり、杉の苗をとる、農地として活用すれば大丈夫という

ことで申請に上がったようです。杉を植えるので農地法に問題はないか確認したところ、

採捕園は農地として考えるため問題なし。採穂園として今までどこかに実績があるか。 

 

事務局 

 

桝田委員 

 

一水委員 

 

 

 林研グループが管理しているところが平底にあります。 

  

一の水にもある。 

 

影待に佐藤庫司さんが３条申請で買った土地を採捕園にしているところがある。 

３条で土地を得て、その後、自分で採穂園にしている。 

  



 議長  他に質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

 

ないようですので、これより採決します。 

 

議案第９３号「農地法第３条の規定による許可申請について」、申請のとおり許可する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

 

 ありがとうございます。全員賛成です。 

 よって、議案第９３号は、申請のとおり承認することに決定しました。 

 

議長 次に、議案第８９号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。 

本案について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 （議案第８９号朗読・説明） 

 

議長 以上で説明は終わりました。続いて穂積委員の説明をお願いします。 
 

穂積委員  譲渡人の梅田淳さんは４２歳で、現在入院中です。 

 譲受人の梅田英雄さんは６５歳で、椎谷集落にお住まいです。 

 ６月の総会時に淳さんと英雄さんの間で３条申請を行い許可が下りましたが、その時

に１筆残っていたので、申請に至りました。 

 

会長  以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。挙手をして意見を出して下さ

い。 

 

事務局  補足説明させていただきます。現況写真を見ていただけるとお分かりかと思いますが、

建物が建っております。農振区域内でもあったことから農業用施設として認められるか

判断につきかねましたので、農振除外の申請を先に行なったところでした。 

 今回、農業用施設として認められ、農振除外の対象外となったことで３条申請となり

ました。 

 

議長  説明のとおりですが、昔はたばこを作っておられ、乾燥室もあったところです。 

 ２００㎡以下の農業に資する建物については、申請はいらない、農振地除外もしなく

て良いということです。残りの部分は畑として管理されているようです。 

 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なしの声） 

 

 これで質疑を打ち切ります。 

  

 これより採決します。議案第８９号「農地法第３条の規定による許可申請について」、

申請のとおり許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

 ありがとうございます。全員賛成です。 

 よって、議案第８９号は、申請のとおり承認することに決定しました。 

 

次に、議案第９０号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。 



 本案について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局  （議案第９０号朗読・説明） 

  

会長  以上で、事務局の説明は終わりました。続いて、工藤委員の説明をお願いします。 

 

工藤委員 

 

 

 

 

 

 

 議長 

 現地については、1月１３日に事務局と確認しました。 

 譲渡人の甲斐行徳さんは７９歳で、一の水集落の方ですが現在は青雲荘に入所されて

います。 

 譲受人の甲斐千保子さんは５５歳で、一の水集落にお住まいで、行徳さんの娘さんに

なります。 

 今回、父親から娘への贈与という形で３条申請があがりました。 

  

 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。挙手をして意見を出して下さ

い。 

 

 

 

会長 

 

工藤委員 

 

 

事務局 

 

 議長 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なしの声） 

 

 千保子さん、本人が耕作しているのか。 

 

 本人ではなく、近くの辰己さんが耕作している。 

 行徳さんの田んぼは、本人ではなく違う人が耕作しているはず。 

 

 下の方の田んぼは、佐竹さんが牛の放牧地として使用されています。 

 

質問はありませんか。 

これより採決します。議案第９０号「農地法第３条の規定による許可申請について」、

申請のとおり許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

 ありがとうございます。全員賛成です。 

 よって、議案第９０号は、申請のとおり承認することに決定しました。 

 

 次に、議案第９１号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。 

 ここで、この案件は一水委員が関係していますので、一水委員は退室願います。 

 

 本案について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

 

会長 

 （議案第９１号朗読・説明） 

 

 一水委員が対象者ということで私の方から説明します。 

 現地については、1月９日に事務局と確認しています。 

 ２筆となっていますが、実際は 1筆にまとめられており、1枚の田となっています。 

  本人に確認したら７畝くらいとのことだったが、実際は１，１７１とかなり広くなっ

ています。  

 上と下の農地が佐藤雅洋さんの農地ということで、一水さんから話を持ち掛けられた

ようです。 

 一水さんも、自宅から波瀬の方まで耕作に行くことが時間もかかるし大変だというこ



とで、雅洋さんに話をされたそうです。 

 雅洋さんからも金額の相談を受け、場所的にも良いところですし、問題なく適切では

ないかと答えたところです。 

 

工藤委員  土地の値段単価は難しいものがあるが、改良工事の単価にしたらいけないのか。 

 

 議長  改良工事単価は高いと思うが。 

 場所にもよる、国道沿いか入り込んだ地形かによっても違ってくる。要相談が必要に

なってくる。 

 

 議長 

 
質疑はありませんか。 

 （質疑なしの声） 

  

これで質疑を打ち切ります。これより採決します。 

 

議案第９１号「農地法第３条の規定による許可申請について」申請のとおり許可する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

 

 ありがとうございます。全員賛成です。 

 よって、議案第９１号は、申請のとおり承認することに決定しました。 

 

 一水委員の入室を認めます。 

 

次に、議案第９２号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。 

本案について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

 

議長 

 

一水委員 

 

 

 

 

 

 

 議長 

 
         

桝田委員 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

（議案第９２号朗読・説明） 

 

続いて、一水委員の説明をお願いします。 

 

現地については、事務局と１月９日に確認しました。 

譲渡人の甲斐イツ子さんは８６歳で、波瀬集落にお住まいです。 

譲受人の甲斐次延さんは４３歳で、森林組合にお勤めで、同じく波瀬集落にお住まい

です。 

名義は次延さんでの申請になりますが、管理は父親の好英さんが行っており柚子を植

えると聞いています。 

 

以上で、説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 

田として使用していたのか 

 

写真を見ていただくと分かると思いますが、カーブがかかっていますが災害で壊れて

それ以降は田ではなく、畑として使用されていたようです。 

 

質疑はありませんか 

（質疑なしの声） 



議長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 議長 

 

穂積委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

工藤委員 

 

 

穂積委員 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 議長 

 

 

これで質疑を打ち切ります。これより採決します。 

 

議案第９２号「農地法第３条の規定による許可申請について」申請のとおり許可する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

 

 ありがとうございます。全員賛成です。 

 よって、議案第９２号は、申請のとおり承認することに決定しました。 

 

 次に、議案第９４号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」を議題と

します。事務局の説明をお願いします。 

 

 （議案第９４号朗読・説明） 

 

 続いて、穂積委員の説明をお願いします。 

 

 杉本国男さんは現在、門川に住んでいますが、日之影町出身で奥さんも日之影町出身

です。日之影に帰ってきたいと土地を探していたところ、親戚になる稲生さんの土地に

建築するということです。 

 マロンハウスにお勤めです。 

 

 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。  

この土地は昨年６月に３条申請で処理した土地になる。 

 ３条で許可した土地を１年以内に５条申請ができるか事務局の説明を願います。 

 

問題はないが、慎重に扱うべき 

本来であれば、６月に５条申請するべきであったのではないかという疑念が生じては

いけない。 

  

 地元に帰ってきてくれることは良いこと。 

 許可して良いのではないか。 

 

 実家の農地も国男さんが管理している。 

 地区の付き合いにも参加している。 

 

 奥さんも日之影出身であり、体調を崩されて早急に家を建てたいと今回の申請に至っ

たようです。顛末書をつけて許可する形で良いか。 

（異議なし） 

 議案第９４号については、申請のとおり許可します。 

 

 次に議案第９５号「農地法第４条第 1項の規定による許可申請について」を議題とし

ます。 

 本案について、事務局の説明を求めます。 

 

 （議案第９５号朗読・説明） 

 

 続いて、今村委員、説明願います。 

 

  



今村委員 説明します。現地については、事務局と１月２０日に確認しました。 

申請者の佐藤祐二さんは宮崎市に住所がありますが、現在は高千穂町にお住まいです。 

高千穂町立病院の院長であります。 

申請地は、令和３年に父親から相続した土地になります。鳥屋の平住宅には誰も住ん

でいません。現在まで年１回草刈等して管理していましたが、それも難しくなってきた

ため植林したいと申請に上がりました。 

  

 議長 

 

 

 

一水委員 

 

 

 議長 

 説明が終わりました。質疑はありませんか。 

 

 写真を見ると下の方に農地があるが、杉を植えても問題はないのか。 

 

 影になることはないです。下の農地は米ではなくイタリアンを植えています。 

 

 

 質疑を打ち切り、採決します。 

 議案第９５号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」申請のとおり許

可する方の挙手を求めます。 

 

 ありがとうございます。全員賛成です。 

 よって、議案第９５号は、申請のとおり許可することに決定しました。 

 

 以上で、本日予定しておりました審議は全て終了しました。 

ありがとうございました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


